
令和元年５月１０日  

令和元年平川市告示第５４号  

 

平川市最低制限価格制度実施要領の一部を改正する告示  

 

第１条 平川市最低制限価格制度実施要領（平成２０年平川市告示第４１号）

の一部を次のように改正する。  

  第４条第１項各号列記以外の部分中「１００分の９０」を「１００分の

９２」に、「１００分の７０」を「１００分の７５」に改め、同条第１号中

「１００分の９５」を「１００分の９７」に改め、同条第３号中「１００

分の８０」を「１００分の９０」に改め、同条第２項中「１００分の７０

から１００分の９０」を「１００分の７５から１００分の９２」に改める。  

第２条 平川市最低制限価格制度実施要領の一部を次のように改正する。  

  第４条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。  

  第５条第１項及び第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」

に改める。  

   附 則  

 （施行期日等）  

１ この告示における第１条による改正規定は、令和元年６月１日から施行

し、同日以後の公告または指名の通知を行う競争入札について適用し、同

日前に公告または指名の通知をした入札については、なお従前の例による。 

２ この告示における第２条による改正規定は、令和元年５月１０日から施

行し、同日以後に公告又は指名の通知を行う競争入札について、平成３１

年４月１日から施行する。ただし、令和元年９月３０日までに資産の譲渡

等が行われるものについては、なお従前の例による。  


